
ひとり親世帯生活支援給付金事務局

ひとり親世帯生活支援のため給付金を実施します。

ご存じ
ですか？

ひとり親世帯
生活支援給付金

愛媛県保健福祉部生きがい推進局　子育て支援課実施主体

運　営

「ひとり親世帯生活支援給付金」コールセンター

受託者

������������お問い合わせ

［受付時間：平日 9：00～17：00］

１．支給対象者

２．支給額・申込期限

令和4年9月30日時点で、以下の❶～❸の全てに該当する方

１世帯当たり　５万円 【郵送申請】・・・令和５年３月３日（金）必着
【WEB申請】・・・令和５年３月３日（金）17時

❶児童扶養手当受給者
❷〈ア〉世帯全員の令和４年度住民税所得割が課されていないこと
　〈イ〉世帯員のうち、１人以上に令和４年度住民税均等割が課されていること
❸電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯では
　なく、今後も支給を受けないこと

支給手続きについては裏面に掲載しています。必ずご確認ください。

〈 支給要件など給付金に関する疑問は、下記コールセンターまでお電話ください。〉



「ひとり親世帯生活支援給付金事務局」
 までご提出ください。
（記載漏れや、書類の不足がないかご確認ください）

郵 送 WEB又は で

［受付時間：平日 9：00～17：00］

３．給付金の支給手続き

“振り込め詐欺” や “個人情報の詐取” にご注意ください

❷ WEB申請

●愛媛県ホームページから申請（申請書類②～⑥の添付が必要です。）
https://www.pref.ehime.jp/h20300/hitorioya/hitorioyasetai_kyuhukin.html

❶ 郵送申請
①申請用紙　原本（記載漏れがないかご確認ください）
②本人確認書類の写し（コピー）
③口座確認書類の写し（コピー）
④世帯全員［続柄入り］の住民票の原本又は写し（コピー）
　〈1か月以内に発行されたもの〉
⑤世帯全員分の「令和4年度 住民税課税証明書」又は
　「令和4年度 住民税非課税証明書」の原本又は写し
　（コピー）〈1か月以内に発行されたもの〉  ※世帯員のうち、１人
　　でも住民税所得割が課税になっている場合は対象外です。
⑥児童扶養手当受給者証の写し（コピー）

〒790-0003　愛媛県松山市三番町四丁目９番地５
　　　　　　　「ひとり親世帯生活支援給付金事務局」行

089-913-7075

支給までの流れ

▼ 申 請 方 法 ▼

❶給付金の申請手続き

❷指定口座へ振込み

ひとり親世帯
ひとり親世帯
生活支援給付金
事務局

送付先

●必要事項を記載の上、
　事務局へご郵送ください。
　その際、必ず右記①～⑥
　の申請書類を同封の上、
　提出してください。

QR

▶ 郵送申請用紙（必要書類①）の入手方法

□愛媛県ホームページからダウンロードできます。1
https://www.pref.ehime.jp/h20300/hitorioya/hitorioyasetai_kyuhukin.html

□ひとり親世帯生活支援給付金事務局
　にお問い合わせください。
2

必要な申請書類

この事業は愛媛県が伊予鉄総合企画株式会社に委託し、伊予鉄総合企画株式会社が
「ひとり親世帯生活支援給付金事務局」を立ち上げて行っているものです。
自宅や職場などに県・市町（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
最寄りの警察署（または警察相談専用電話［#9110］）にご連絡ください。

〈□か□どちらかから、ご入手ください〉1 ２

お問い合わせ




